
長野県ドライバー等人材確保支援事業補助金概要 

 

長 野 県 企 画 振 興 部 

交通政策局交通政策課 

 

１ 概要 

地域交通の担い手を確保するため、バス・タクシー事業者が行う人材確保の取組を支援します。 

 

２ 補助対象者（主な要件） 

以下を満たす乗合バス事業者及びタクシー事業者 

(1) 営業所が県内にあり、県内を営業区域として現に運行していること 

(2) 国土交通省が実施する「運転者職場環境良好度認証制度」において、「一つ星」以上の認証を受けて

いる又は長野県が実施する「職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度」において、１つ以上のコースの

認証を受けていること 

 

３ 補助額 

区分 大型第二種免許取得支援 採用活動経費支援 

補助対象者 乗合バス事業者 乗合バス事業者及びタクシー事業者 

補助率 定額 1/6 以内 

上限額 30 万円／人 70 万円／事業者 

 

４ 補助金交付フロー図及びスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他 

  本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しているため、上記スケジュール④の  

支払いを令和９年３月末までに行う必要があります。実績報告の期限内の提出をお願いいたします。 

①   交付申請（事業者→県） 

①-2 交付決定（県→対象事業者） 

② 事業実施 

③ 実績報告（事業者→県） 

④ 額の確定・支払（県→事業者） 

令和８年３月 11日（水）～ 

令和８年12月 28日（月）まで 
※予算上限に達した場合、期限に関わらず交付申請の 

受付を終了する場合があります。 

令和９年３月１日（月）【厳守】 


